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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　低カロリー減量食事療法後の哺乳類の体重の再増加を防ぐための、フィトエクジソンを
含む薬剤であって、前記フィトエクジソンの少なくとも８５％は２０‐ヒドロキシエクジ
ソンである、薬剤。
【請求項２】
　低カロリー減量食事療法後の脂肪細胞の直径を安定させるための、請求項１に記載の薬
剤。
【請求項３】
　低カロリー減量食事療法によって以前に改善されたインスリン感受性を安定させるため
の、請求項１又は２に記載の薬剤。
【請求項４】
　前記フィトエクジソンの残りは、マキステロンＡ、２４‐エピ‐マキステロンＡ、２４
（２８）‐デヒドロマキステロンＡ、２０，２６‐ジヒドロキシエクジソン、及び前記成
分のうち２つ以上の組み合わせから選択される、請求項１～３のいずれか１項に記載の薬
剤。
【請求項５】
　前記フィトエクジソンは、キノア由来の植物抽出物の形態で提供される、請求項１～４
のいずれか１項に記載の薬剤。
【請求項６】
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　前記抽出物は、少なくとも１重量％のフィトエクジソンを含む、請求項５に記載の薬剤
。
【請求項７】
　前記植物抽出物はキノア由来である、請求項５又は６に記載の薬剤。
【請求項８】
　経口投与できる組成物に組み込まれる、請求項１～７のいずれか１項に記載の薬剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、減量食事療法後の体重の安定化に使用するための、純粋な形態のフィトエク
ジソン又は抽出物に含有されるフィトエクジソンに関する。
【０００２】
　より具体的には、本発明により、以前に減量食事療法の経験がある肥満した哺乳類の体
重増加を回避できるものである。
【背景技術】
【０００３】
　今日、体重過多及び肥満は、世界中でますます一般的になっている生理病理学的状態で
ある。欧州及び米国においては、肥満度指数（ＢＭＩ）が２５を超えると体重過多である
と見做される。ＢＭＩが３０を超えると、肥満であると見做される。
【０００４】
　この生理学的疾患は、多くの合併症のもとであり得る。例えばメタボリック・シンドロ
ームは、殆どの場合体重過多であることと関連する生理学的障害である。上記状態と関連
する下記の５つの臨床徴候：内臓又は腹部の肥満、高トリグリセリド血症、アテローム生
成脂質異常症、高血圧症、高血糖症のうちの少なくとも３つを有する場合、メタボリック
・シンドロームを有していると認められる（非特許文献１）。また、肥満自体も２型糖尿
病（又は成人発症の糖尿病）及び心臓血管疾患を発症するリスクを高める（非特許文献２
）。
【０００５】
　肥満した哺乳類の体重及び体脂肪を減少させるための１つの方法は、場合によっては薬
及び／又は栄養補助食品並びに規則的な運動と併用して、低カロリー食事療法に従うこと
である。しかしながら、低カロリー食事療法において減量の初期段階後に体重の再増加が
観察されることは一般的である（非特許文献３）。この現象は「リバウンド効果」として
知られている。
【０００６】
　哺乳類の体重過多における減量を促進するために（非特許文献４）、並びに糖尿病（非
特許文献５）及び心臓血管疾患の発症を予防するために、多くの栄養補助食品及び機能性
食品が開発されてきた。市販の殆どの食事療法用の製品は、腹部の肥満に十分に効果的で
はなく、時として有毒であることが分かっている（非特許文献６）。更に、これらの製品
は、低カロリー食事療法の一定期間後のリバウンド効果を防ぐ効能はもっていない。
【０００７】
　従って、非毒性でありかつ体脂肪に長期間有効である成分及び機能性食品を開発するた
めに、哺乳類の食事療法において既に存在している天然の分子を新たに特定する必要があ
る。
【０００８】
　フィトエクジソンは、植物由来のエクジステロイドである。フィトエクジソンは、トリ
テルペン類に属し、植物界では野生植物の５％において確認できる程比較的豊富なもので
ある（非特許文献７）。
【０００９】
　本出願人による特許文献１に記載されているように、フィトエクジソン、具体的には２
０‐ヒドロキシエクジソンは、肥満の原因となる高カロリーな食生活を送っている哺乳類
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における体脂肪の増加を低減することが知られている。
【００１０】
　更に、上記分子は抗酸化特性を有し（非特許文献８）、非毒性である（非特許文献９）
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】フランス特許第２９２４３４６号
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】Ｉｓｏｍａａ　Ｂ，Ａｌｍｇｒｅｎ　Ｐ，Ｔｕｏｍｉ　Ｔ，　Ｆｏｒｓ
ｅｎ　Ｂ，　Ｌａｈｔｉｉ　Ｋ，　Ｎｉｓｓｅｎ　Ｍ，　Ｔａｓｋｉｎｅｎ　ＭＲ，　Ｇ
ｒｏｏｐ　Ｌ．　２００１．　Ｃａｒｄｉｏｖａｓｃｕｌａｒ　ｍｏｒｂｉｄｉｔｙ　ａ
ｎｄ　ｍｏｒｔａｌｉｔｙ　ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ　ｗｉｔｈ　ｔｈｅ　ｍｅｔａｂｏｌ
ｉｃ　ｓｙｎｄｒｏｍｅ．　Ｄｉａｂｅｔｅｓ　Ｃａｒｅ　２４（４），　６８３－６８
９．
【非特許文献２】Ｒｅｘｒｏｄｅ　Ｋ，　Ｃａｒｅｙ　Ｖ，　Ｈｅｎｎｅｋｅｎｓ　ＣＨ
，　Ｗａｌｔｅｒｓ　ＥＥ，　Ｃｏｌｄｉｔｚ　ＧＡ，　Ｓｔａｍｐｆｅｒ　ＭＪ，　Ｗ
ｉｌｌｅｔ　ＷＣ，　Ｍａｎｓｏｎ　ＪＥ．　１９９８．　Ａｂｄｏｍｉｎａｌ　ａｄｉ
ｐｏｓｉｔｙ　ａｎｄ　ｃｏｒｏｎａｒｙ　ｈｅａｒｔ　ｄｉｓｅａｓｅ　ｉｎ　ｗｏｍ
ｅｎ．　ＪＡＭＡ　２８０，　１８４３－１８４８．
【非特許文献３】Ｕｌｅｎ　ＣＧ，　Ｈｕｉｚｉｎｇａ　Ｍ，　Ｂｅｅｃｈ　Ｂ，　Ｅｌ
ａｓｙ　ＴＡ．　２００８．　Ｗｅｉｇｈｔ　ｒｅｇａｉｎ　ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ．　
Ｃｌｉｎｉｃａｌ　Ｄｉａｂｅｔｅｓ　２６（３），　１００－１１３．
【非特許文献４】Ｓａｐｅｒ　ＲＢ，　Ｅｉｓｅｎｂｅｒｇ　ＤＭ，　Ｐｈｉｌｌｉｐｓ
　ＲＳ．　２００４．　Ｃｏｍｍｏｎ　ｄｉｅｔａｒｙ　ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔｓ　ｆｏ
ｒ　ｗｅｉｇｈｔ　ｌｏｓｓ．　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｆａｍｉｌｙ　Ｐｈｙｓｉｃｉａｎ
　７０（９），　１７３１－１７３８．
【非特許文献５】ＭｃＷｏｒｔｈｅｒ　ＬＳ．　２００１．　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　ｃ
ｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　ｔｈｅｒａｐｉｅｓ：　ａ　ｆｏｃｕｓ　ｏｎ　ｂｏｔａｎ
ｉｃａｌ　ｐｒｏｄｕｃｔｓ　ｉｎ　ｄｉａｂｅｔｅｓ．　Ｄｉａｂｅｔｅｓ　Ｓｐｅｃ
ｔｒｕｍ　１４，　１９９－２０８．
【非特許文献６】Ｐｉｔｔｌｅｒ　ＭＨ，　Ｓｃｈｍｉｄｔ　Ｋ，　Ｅｒｎｓｔ　Ｅ．　
２００５．　Ａｄｖｅｒｓｅ　ｅｖｅｎｔｓ　ｏｆ　ｈｅｒｂａｌ　ｆｏｏｄ　ｓｕｐｐ
ｌｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　ｂｏｄｙ　ｗｅｉｇｈｔ　ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ：　ｓｙｓｔｅ
ｍａｔｉｃ　ｒｅｖｉｅｗ．　Ｏｂｅｓｉｔｙ　Ｒｅｖｉｅｗ　６，　９３－１１１．
【非特許文献７】Ｂaｔｈｏｒｉ　Ｍ，　Ｐｏｎｇｒaｃｚ　Ｚ．　２００５．　Ｐｈｙｔ
ｏｅｃｄｙｓｔｅｒｏｉｄｓ　-　ｆｒｏｍ　ｉｓｏｌａｔｉｏｎ　ｔｏ　ｔｈｅｉｒ　
ｅｆｆｅｃｔｓ　ｏｎ　ｈｕｍａｎｓ．　Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｍｅｄｉｃｉｎａｌ　Ｃｈｅ
ｍｉｓｔｒｙ　１２，　１５３－１７２．
【非特許文献８】Ｋｕｚｍｅｎｋｏ　ＡＩ，　Ｎｉｋｉ　Ｅ，　Ｎｏｇｕｃｈｉ　Ｎ．　
２００１．　Ｎｅｗ　ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ　ｏｆ　２０－ｈｙｄｒｏｘｙｅｃｄｙｓｏｎ
ｅ　ｉｎ　ｌｉｐｉｄ　ｐｅｒｏｘｉｄａｔｉｏｎ．　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｏｌｅｏ
　Ｓｃｉｅｎｃｅ　５０，　４９７－５０６．
【非特許文献９】Ｏｇａｗａ　Ｓ，　Ｎｉｓｈｉｍｏｔｏ　Ｎ，　Ｍａｔｓｕｄａ　Ｈ．
　１９７４．　Ｐｈａｒｍａｃｏｌｏｇｙ　ｏｆ　ｅｃｄｙｓｏｎｅｓ　ｉｎ　ｖｅｒｔ
ｅｂｒａｔｅｓ．　Ｉｎ：　Ｉｎｖｅｒｔｅｂｒａｔｅ　Ｅｎｄｏｃｒｉｎｏｌｏｇｙ　
ａｎｄ　Ｈｏｒｍｏｎａｌ　Ｈｅｔｅｒｏｐｈｙｌｌｙ　（Ｂｕｒｄｅｔｔｅ，　Ｗ．　
Ｊ．　ｅｄ．）　Ｓｐｒｉｎｇｅｒ，　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ．３４１－３４４．
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　発明者は、フィトエクジソンを肥満した哺乳類に摂取させることで、低カロリー食事療
法による減量の初期段階後の体重の再増加を低減できることを見出した。
【００１４】
　より具体的には、フィトエクジソンで治療されている個体は、安定段階として知られて
いる段階（この間に対照群の体重は再増加する）を通して、体重が安定しているか、又は
体重が減少し続けさえする。
【００１５】
　更に、この安定段階の間、フィトエクジソンで治療されている個体の脂肪細胞は、対照
群のものよりもサイズが小さかった。また、これらの個体は、対照群よりも低い血中イン
スリン濃度及びより良好なインスリン感受性を有していた。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明は、低カロリー減量食事療法を受けている肥満した哺乳類の体重の再増加を防ぐ
ために、フィトエクジソン、詳細には２０‐ヒドロキシエクジソンを適用することを提案
するところにある。
【００１７】
　また、フィトエクジソンを好ましくは、低カロリー減量食事療法後の安定段階中に脂肪
細胞の直径を安定させるために、又は減少させ続けるためにも使用する。
【００１８】
　また、フィトエクジソンを好ましくは、既に行った低カロリー減量食事療法により向上
したインスリン感受性を安定させるためにも使用する。従って、フィトエクジソンは、肥
満治療における効果に加えて、糖尿病、特に２型糖尿病の治療において有望である。
【００１９】
　使用するフィトエクジソンは、植物からの抽出により得ることができる。半合成により
調製したエクジソンも使用できる。
【００２０】
　フィトエクジソンは好ましくは、２０‐ヒドロキシエクジソン、マキステロンＡ、２４
‐エピ‐マキステロンＡ、２４（２８）‐デヒドロマキステロンＡ、２０，２６‐ジヒド
ロキシエクジソン、及びこれらの成分のうち２つ以上の組み合わせから選択される。
【００２１】
　フィトエクジソンは純粋な形態であってもよく、又は幾分富化された植物抽出物に含有
されていてもよい。有利には、本発明に従って適用されるフィトエクジソンは、フィトエ
クジソンで富化された植物抽出物の形態であり、上記抽出物は少なくとも１重量％のフィ
トエクジソンを含有する。抽出物は好ましくは１～７重量％のフィトエクジソン、より好
ましくは１．５％～３重量％、更に好ましくは２重量％のフィトエクジソンを含有する。
【００２２】
　本発明による抽出物を抽出する食用植物は、有利にはアカザ科、特にキノア、ホウレン
ソウから選択される（Ｆｉｎｄｅｉｓｅｎ　Ｅ．　２００４．　Ｅｃｄｙｓｔｅｒｏｉｄ
ｓ　ｉｎ　Ｈｕｍａｎ　Ｆｏｏｄ　（Ｅｃｄｙｓｔｅｒｏｉｄｅ　ｉｎ　ｄｅｒ　ｍｅｎ
ｓｃｈｌｉｃｈｅｎＮａｈｒｕｎｇ）．ＰｈＤ　ｔｈｅｓｉｓ，　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ
　ｏｆ　Ｍａｒｂｕｒｇ，　Ｇｅｒｍａｎｙ）。また、フィトエクジソンが豊富に含まれ
る抽出物を開発するために、薬用植物も使用できる。
【００２３】
　好ましくは、本発明に従ってフィトエクジソンで富化された植物抽出物はキノア由来で
ある。キノアは、フィトエクジソンを豊富に含む食用の擬似穀物である（Ｚｈｕ　Ｎ，　
Ｋｉｋｕｓａｋｉ　Ｈ，　Ｖａｓｔａｎｏ　ＢＣ，　Ｎａｋａｔａｎｉ　Ｎ，　Ｋａｒｗ
ｅ　ＭＶ，　Ｒｏｓｅｎ　ＲＴ，　Ｈｏ　ＣＴ．　２００１．　Ｅｃｄｙｓｔｅｒｏｉｄ
ｓ　ｏｆ　ｑｕｉｎｏａ　ｓｅｅｄｓ　（Ｃｈｅｎｏｐｏｄｉｕｍ　ｑｕｉｎｏａＷｉｌ
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ｌｄ．）．　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ　ａｎｄ　Ｆｏｏｄ　Ｃ
ｈｅｍｉｓｔｒｙ　４９，　２５７６－２５７８．；Ｄｉｎｉ　Ｉ，　Ｔｅｎｏｒｅ　Ｇ
Ｃ，　Ｄｉｎｉ　Ａ．　２００５．　Ｎｕｔｒｉｔｉｏｎａｌ　ａｎｄ　ａｎｔｉｎｕｔ
ｒｉｔｉｏｎａｌ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｋａｎｃｏｌｌａ　ｓｅｅｄｓ：　
Ａｎ　ｉｎｔｅｒｅｓｔｉｎｇ　ａｎｄ　ｕｎｄｅｒｅｘｐｌｏｉｔｅｄ　ａｎｄｉｎｅ
　ｆｏｏｄ　ｐｌａｎｔ．　Ｆｏｏｄ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，　９２，　１２５－１３２
）。よって、フィトエクジソンで富化されたキノアの抽出物を、乳製品若しくは飲料等の
食品に上記抽出物を導入することによって、又はカプセルの形態等の栄養補助食品として
摂取することによって摂取することで、食品を補完できる。
【００２４】
　キノアは現在のところフィトエクジソンが最も豊富な食用植物として知られている。キ
ノアの種子はフィトエクジソンの混合物を含有する（Ｚｈｕ　Ｎ，　Ｋｉｋｕｓａｋｉ　
Ｈ，　Ｖａｓｔａｎｏ　ＢＣ，　Ｎａｋａｔａｎｉ　Ｎ，　Ｋａｒｗｅ　ＭＶ，　Ｒｏｓ
ｅｎ　ＲＴ，　Ｈｏ　ＣＴ．　２００１．　Ｅｃｄｙｓｔｅｒｏｉｄｓ　ｏｆ　ｑｕｉｎ
ｏａ　ｓｅｅｄｓ　（Ｃｈｅｎｏｐｏｄｉｕｍ　ｑｕｉｎｏａＷｉｌｌｄ．）．　Ｊｏｕ
ｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ　ａｎｄ　Ｆｏｏｄ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　
４９，　２５７６－２５７８）。上記フィトエクジソンは、特にキノア種子の殻に豊富に
含まれている。例えば６０グラム（乾燥重量）のキノア種子によって、１５～２５ミリグ
ラムの２０‐ヒドロキシエクジソンを供給できる。
【００２５】
　本発明に従って実装したフィトエクジソンは、有利には経口投与できる組成物の形態で
ある。
【００２６】
　組成物とは、例えば飲料、乳製品等の食品製品を意味する。当然、組成物は、正確に１
用量のフィトエクジソンを含有する丸薬の形態で使用されるもの等の医薬組成物であり得
る。
【００２７】
　有利には、フィトエクジソンは、１日に体重１ｋｇあたり０．３～２．０ｍｇ、好まし
くは１日に体重１ｋｇあたり０．５ｍｇの割合で経口投与する。
【００２８】
　本発明の別の目的は、１つ又は複数のフィトエクジソンで富化されたキノア抽出物を調
製するための方法であり、上記方法は以下のステップ：
　‐キノア種子の水抽出；
　‐固体／液体分離及び水性抽出物の遠心分離；
　‐タンパク質を沈殿させるための上澄みの加熱；
　‐上澄みをフィトエクジソンで富化するためのクロマトグラフィーによる精製
を含む。
【００２９】
　本発明はまた、上記の方法の結果として得られるキノア抽出物にも関する。上記抽出物
は、有利には上述の通り低カロリー減量食事療法を受けている肥満した哺乳類における体
重の再増加を回避するために使用できる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１Ａ】図１Ａは、低カロリー食事療法を受けている肥満した個体の体重の変化を表す
グラフである。
【図１Ｂ】図１Ｂは、低カロリー食事療法を受けている肥満した個体の体重の変化を表す
グラフである。
【図２Ａ】図２Ａは、低カロリー食事療法を受けている肥満した個体の脂肪細胞の直径の
変化を表すグラフである。
【図２Ｂ】図２Ｂは、低カロリー食事療法を受けている肥満した個体の脂肪細胞の直径の
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変化を表すグラフである。
【図３Ａ】図３Ａは、低カロリー食事療法を受けている肥満した個体のインスリン濃度の
変化を表すグラフである。
【図３Ｂ】図３Ｂは、低カロリー食事療法を受けている肥満した個体のインスリン濃度の
変化を表すグラフである。
【図４Ａ】図４Ａは、低カロリー食事療法を受けている肥満した個体のインスリン感受性
の変化を表すグラフである。
【図４Ｂ】図４Ｂは、低カロリー食事療法を受けている肥満した個体のインスリン感受性
の変化を表すグラフである。
【図５】図５は、本発明の実施形態による組成物に存在するフィトエクジソンの化学式で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　本発明において、低カロリー減量食事療法を受けている肥満した哺乳類の、「リバウン
ド効果」として公知である体重の再増加を防ぐために、精製された分子の形態で、又はフ
ィトエクジソンで富化された植物抽出物を用いて、１用量のフィトエクジソンを提供する
ことを提案する。
【００３２】
　本発明によると、例えば個体の日常的な食物に追加される食品に組み込まれた、キノア
等の植物の抽出物の形態の、上記１用量のフィトエクジソンを提供できる。最大２％のフ
ィトエクジソンで富化された１グラムのキノアは、２０ミリグラムのフィトエクジソンを
含有する。キノア種子から同量のフィトエクジソンを得るためには、５０グラムの未加工
キノア種子を消費することが必要となる（Ｄｉｎｉ　Ｉ，　Ｔｅｎｏｒｅ　ＧＣ，　Ｄｉ
ｎｉ　Ａ．　２００５．　Ｎｕｔｒｉｔｉｏｎａｌ　ａｎｄ　ａｎｔｉｎｕｔｒｉｔｉｏ
ｎａｌ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｋａｎｃｏｌｌａ　ｓｅｅｄｓ：　Ａｎ　ｉｎ
ｔｅｒｅｓｔｉｎｇ　ａｎｄ　ｕｎｄｅｒｅｘｐｌｏｉｔｅｄ　ａｎｄｉｎｅ　ｆｏｏｄ
　ｐｌａｎｔ．　Ｆｏｏｄ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，　９２，　１２５－１３２；Ｋｕｍｐ
ｕｎ　Ｓ，　Ｍａｒｉａ　Ａ，　Ｃｒｏｕｚｅｔ　Ｃ，　Ｅｖｒａｒｄ－Ｔｏｄｅｓｃｈ
ｉ　Ｎ，　Ｇｉｒａｕｌｔ　ＪＰ，　Ｌａｆｏｎｔ　Ｒ．　２０１１．　Ｅｃｄｙｓｔｅ
ｒｏｉｄｓ　ｆｒｏｍ　Ｃｈｅｎｏｐｏｄｉｕｍ　ｑｕｉｎｏａＷｉｌｌｄ．，　ａｎ　
ａｎｃｉｅｎｔ　Ａｎｄｅａｎ　ｃｒｏｐ　ｏｆ　ｈｉｇｈ　ｎｕｔｒｉｔｉｏｎａｌ　
ｖａｌｕｅ，　Ｆｏｏｄ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　１２５，　１２２６－１２３４）。本発
明によるキノア抽出物は、原料となるキノア種子よりも最大５０倍多いフィトエクジソン
を含有している。
【実施例】
【００３３】
I　フィトエクジソンで富化されたキノア抽出物を調製するための方法の実施例（抽出物
Ａ）
　まず、キノア種子を挽いて、種子のふすまから粉末を分離する。続いて４０００Ｌの水
を４００ｋｇのふすまに加えることにより、抽出を行う。水性の抽出物を固体／液体分離
及びそれに続いて遠心分離に供する。結果として得られた上澄みを９０℃の熱に曝露して
、タンパク質を沈殿させる。続いて、この水性の抽出物をフィトエクジソンで富化するた
めに、この水性の抽出物を食品用樹脂のカラムを通過させることにより精製する。続いて
、２０‐ヒドロキシエクジソン（２０Ｅ）の２±０２重量％の含有量を調整するのに適切
な少量のマルトデキストリンを添加した後に、エタノール溶出液をスプレー乾燥を用いて
乾かす。
【００３４】
　このような逐次的な抽出により、抽出物から、キノア種子に豊富であり（Ｍｕｉｒら、
２００２）かつ上記抽出物に苦味を与えるサポニン、及び糖の大部分を取り除くことがで
きる。
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【００３５】
　得られた抽出物はフィトエクジソンの混合物を含有し、この混合物の８５～９０％は２
０‐ヒドロキシエクジソンである。残りは、マキステロンＡ、２４‐エピ‐マキステロン
Ａ、２４（２８）‐デヒドロマキステロンＡ、２０，２６‐ジヒドロキシエクジソン等の
極めて類似した構造の他のフィトエクジソンからなる（Ｋｕｍｐｕｎ　Ｓ，　Ｍａｒｉａ
　Ａ，　Ｃｒｏｕｚｅｔ　Ｃ，　Ｅｖｒａｒｄ－Ｔｏｄｅｓｃｈｉ　Ｎ，　Ｇｉｒａｕｌ
ｔ　ＪＰ，　Ｌａｆｏｎｔ　Ｒ．　２０１１．　Ｅｃｄｙｓｔｅｒｏｉｄｓ　ｆｒｏｍ　
Ｃｈｅｎｏｐｏｄｉｕｍ　ｑｕｉｎｏａＷｉｌｌｄ．，　ａｎ　ａｎｃｉｅｎｔ　Ａｎｄ
ｅａｎ　ｃｒｏｐ　ｏｆ　ｈｉｇｈ　ｎｕｔｒｉｔｉｏｎａｌ　ｖａｌｕｅ，　Ｆｏｏｄ
　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　１２５，　１２２６－１２３４）。これらの成分の構造を図５に
示す。
【００３６】
　本発明の一部として使用可能な抽出物Ａと同様の抽出物は、特に　Ｑｕｉｎｏｌｉａ（
登録商標）の商品名で販売されている。
【００３７】
　II　６週間の低カロリー食事療法及びそれに続く６週間の安定食事療法を受けている肥
満した個体への抽出物Ａの効果についての二重盲式臨床試験
プロトコル
　抽出物Ａの効果を、ＭＢＩ２７～３８の男性１８人及び女性４２人からなる６０人の体
重過多及び肥満の協力者への二重盲式臨床試験の一部として調査した。協力者は、女性１
２００ｋｃａｌ、男性１５００ｋｃａｌの低カロリーの食事を６週間与えられた。低カロ
リー食事療法の後には、低カロリー食事療法よりも２０％カロリーの高い６週間の安定食
事療法が続く。インスリン濃度、体重変化、脂肪細胞の直径、筋力等のパラメータを、調
査の間、低カロリー及び安定段階の開始時及び終了時において測定した。
【００３８】
　被験者を２つの群に分けた。第１の群（「抽出物Ａ」群）は、１日３回の用量の中に合
計４０ｍｇのフィトエクジソンを含有する６つのカプセルの抽出物Ａを、試験の期間にわ
たって受け取った。
【００３９】
　第２の対照群（「偽薬」群）は、１日３回の用量の６つのカプセルの偽薬を同じ期間受
け取った。
【００４０】
　測定は、治療の開始時（Ｗ０）、食事療法の６週目終了時、及び食事療法の１２週目終
了時（Ｗ１２）に行った。
【００４１】
　減量及び安定食事療法の間の体重変化の測定
　低カロリー食事療法の間の抽出物Ａの効果を、体重変化に基づいて調査した（図１Ａ、
図１Ｂ）。
【００４２】
　「偽薬」群及び「抽出物Ａ」群はそれぞれ、減量段階と呼ばれる食事療法の第１の段階
の間に、４．０５ｋｇ及び３．８６ｋｇの体重の減少を示した。
【００４３】
　安定段階と呼ばれる食事療法の第２の段階の間に、「抽出物Ａ」群は減量を継続し（－
０．４８３ｋｇ）、一方で「偽薬」群は平均増量＋０．５０４ｋｇを記録した。
【００４４】
　試験対象の個体における相対的な体重変化の調査は、「抽出物Ａ」群では、２８％であ
った「偽薬」群と比較して、１０％の個体のみがリバウンド（１日０．０５～０．１ｋｇ
／日の増加）したことを示している。
【００４５】
　同じ「抽出物Ａ」群では、０．０６～０．１５ｋｇ／日減った個体が２０％であり、「
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【００４６】
　減量及び安定食事療法の間の脂肪細胞の直径の測定
　低カロリー食事療法の間の抽出物Ａの効果を、脂肪細胞の直径の変化に基づいて調査し
た（図２Ａ、図２Ｂ）。
【００４７】
　減量段階の間、脂肪細胞の平均直径は、「抽出物Ａ」群（－１０．９４μｍ）及び「偽
薬」群（－８．８０μｍ）の両方において減少した。
【００４８】
　安定段階の間、「抽出物Ａ」群（－９．２５μｍ）と「偽薬」群（－５．９９μｍ）と
の間に有意な差を有して、平均直径は減少し続けた。
【００４９】
　この結果を、「抽出物Ａ」群における安定段階の間の体脂肪の大幅な減少と組み合わせ
る。実際、安定段階の間の体脂肪の減少は、「抽出物Ａ」群では－０．７４ｋｇであった
が、「偽薬」群では－０．３３ｋｇに過ぎなかった。
【００５０】
　減量及び安定食事療法の間のインスリン濃度及びインスリン抵抗性の測定
　低カロリー食事療法の間の抽出物Ａの効果を、インスリン濃度及びインスリン抵抗性に
基づいて調査した（図３Ａ、図３Ｂ）。ＨＯＭＡ－ＩＲ（インスリン抵抗性指数、図４Ａ
、図４Ｂ）指数は、インスリン抵抗性のマーカである。
【００５１】
　「抽出物Ａ」群（－１８．９０ｐｍｏｌ／Ｌ）及び「偽薬」群（－１２．６０ｐｍｏｌ
／Ｌ）において、減量段階の間、血中インスリン濃度が低下した。「偽薬」群において安
定段階の間に再び上昇したが（７．６９ｐｍｏｌ／Ｌ）、「抽出物Ａ」群では安定した。
抽出物Ａを用いた治療により、安定段階において血中インスリン濃度を安定させることが
でき、治療の間中、偽薬よりも顕著に血中インスリン濃度を低下させることができる。
【００５２】
　ＨＯＭＡ－ＩＲ指数によって測定したインスリン抵抗性は、減量段階の間、両方の群に
おいて低下した。インスリン抵抗性は、安定段階の間「抽出物Ａ」群では一定に保たれた
が、「偽薬」群では大幅に戻った。
【００５３】
　結論
　抽出物Ａの投与により、低カロリー減量食事療法の安定段階と呼ばれる第２の段階の間
に、対象となる被験者の体重の再増加を回避できる。
【００５４】
　更に、抽出物Ａの投与により、安定段階の間の体脂肪及び脂肪細胞の平均直径のより著
しい低下が可能となる。
【００５５】
　最後に、抽出物Ａの投与により、インスリン濃度を低下させること及びこの同じ段階の
間に低カロリー食事療法によってもたらされた向上したインスリン感受性を維持すること
が可能となる。
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【図１Ｂ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】
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